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会    議    録 
会議の名称 第 15回米山地域開校準備委員会 

開催日時 

令和８年１月 14日（水） 

午後７時 00分 開会 

午後８時 00分 閉会 

開催場所 中津山公民館 視聴覚室 

委員出席者 

佐々木 俊 樹  委員 米岡小学校ＰＴＡ会長 

斉 藤 善 寛  委員 中津山小学校ＰＴＡ会長 

中 村 直 人  委員長 米山中学校ＰＴＡ会長 

島 本 和 男  副委員長 米岡小学校学校運営協議会会長 

菅 原 克 美  委員 中津山小学校学校運営協議会委員 

菅 原 直 行  委員 米山東小学校学校運営協議会長 

久 保 泰 宏  委員 米山中学校学校運営協議会長 

伊 藤 俊 一  委員 米山町行政区長会長 

阿 部 真 吾  委員 よねやま保育園保護者会長 

白 石 達 哉  委員 米岡小学校長 

渋 谷 雄 二 郎 委員 中津山小学校長 

佐 藤 友 昭  委員 米山東小学校長 

佐 藤 智 哉  委員 米山中学校長 

事務局出席者 

安 部 保 男 学校再編推進室長 

菊 地 泰 弘 学校再編推進室長補佐兼学校再編推進係長 

西 條 貴 伸 学校再編推進室主査 

髙 橋 昂 平 学校再編推進室主事 

欠席者 
大 内 秀 人  委員 米山東小学校ＰＴＡ会長 

佐 藤 美 紗 登 委員 米山幼稚園ＰＴＡ 

傍聴者 ０人 

議事 

(1) （仮称）米山小学校の校章の補作について 

(2) （仮称）米山小学校の校歌（案）について 

(3) 専門部会等の報告事項について 
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開会 午後７時００分 

 

第 15回米山地域開校準備委員会を開会する。 

 

（挨拶） 

要旨 

○本日は、校歌と校章を決定する予定としている。様々な視点から忌

憚のないご意見をいただきたい。 

○（仮称）米山小学校の校舎ともなる建設中の複合施設について、建

設担当課から工事の進捗に遅れが出ていると報告を受けている。大

きな要因としては、基準値の範囲内であったものの、自然由来のヒ

素が微量検出され、対応に時間を要したものである。 

○開校時期に影響が生じるかについては、精査を図っているところで

あり、詳細が整い次第、あらためてお伝えする。 

 

登米市開校準備委員会設置要綱において、委員長が議長となることが定

められているため、以降の進行は中村委員長にお願いする。 
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本日の議事に入る前に、会議録署名委員を指名する。 

会議録署名委員は佐藤智哉委員と佐々木俊樹委員とする。 

 

それでは、議事１「（仮称）米山小学校の校章の補作について」事務局

に説明を求める。 

 

議事１「（仮称）米山小学校の校章の補作について」 

【 事務局説明 資料１ 】 

 

 本日の会議では、カラー版は文字の調整を行い、モノクロ版では白と黒

の配色を検討することとしていた。先生から修正案をご提出いただいてい

る。ご意見はあるか。 

 

（意見なし） 

 

今年度に入ってから何度も検討を重ね、先生にはこの形で微調整をお願

いしている。前回、文字については「小」の字が「川」のようにも見える

とご指摘があったが、今回の案はいかがか。カラー案については、この方

向でよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、カラー版については、この案で進める。次にモノクロ版につ

いて意見はあるか。今から考え直すということも難しいし、前回先生にお

任せするという話もあった。この案で考えられる支障はあるか。 

 

（意見なし） 

 

それでは、校章デザインについては、カラー版・モノクロ版ともに本日

の資料のとおり進めることとする。議事２については以上とする。 

 

次に、議事２「（仮称）米山小学校の校歌（案）について」事務局から

説明を求める。 

 

議事２「（仮称）米山小学校の校歌（案）について」 

【 事務局説明 資料２ 】 

 

「原案をアレンジしたもの」と「原案のテンポを上げたもの」をお聴き

いただいた。歌詞については前回決定しているが、２番の歌詞中に「未来

（あした）」とあるが、音源では「未来（みらい）」と歌っていた。ここは

確認していただきたい。 

 

歌詞の１番と２番は終わりが「ゆく」となっているが、３番だけが「ほ

こる」となっている。ここはどのような意図があるのか。 

 

前回の説明では、先生の思いや言葉の意味で調整しているとあった。 
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前の言葉とのつながりを考えると、３番は「ゆく」にならないのではな

いか。 

 

歌いやすくするために言葉の数を調整したり、先生の思いの部分でこの

ような形になっていると考えられる。この点もあらためて確認させていた

だきたい。 

 

先生が譲れないと言っている具体的な場所はどこなのか。 

 

言葉としては「学舎（まなびや）」という部分ではあるが、全体的に委

員会案を尊重していただきつつも、先生の作品としてまとめていただいた

ところである。 

 

歌詞については以上とする。曲についてはどうか。 

 

「原案のテンポを上げたもの」の方が子どもたちにとって歌いやすい印

象がある。後半にかけて盛り上がりがあり、式典などで歌うにふさわしい

と感じる。 

 

前回の協議の結果、「原案のテンポを上げたもの」の作成を委員会とし

て依頼した経緯もある。校歌については「原案のテンポを上げたもの」と

してよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

補足になるが、４～６月に祝祭劇場で校歌を録音したい旨を前回の会議

でお伝えさせていただいた。祝祭劇場には承諾いただいているので、学校

との調整と送迎の段取りができた時点で、３校から選抜した児童で録音し

たいと思っている。そこで録音した音源は委員の皆さまに配布したり、児

童の練習用音源として活用したいと考えている。 

時期が近くなった際には、米山町域の小学校長にあらためてご相談した

いと考えている。 

 

議事２については以上とする。 

最後に議事３「専門部会等の報告について」事務局に説明を求める。 

 

議事３「専門部会等の報告について」 

【 事務局説明 資料３】 

 

 ただいまの報告に対して意見はあるか。 

 

 （意見なし） 

 

 それでは、議事３については以上とする。 

 

「その他」について、委員から何かあるか。 
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スクールバスの件だが、各小学校単位で説明会を開いて、どのような状

況になるか早急に決めていただきたい。中津山でも４㎞以内で送迎を受け

ている方が大勢いる。今までの現実を考慮して、大至急説明をお願いした

い。 

 

教育委員会として、スクールバスの基準の準備が整い次第、ご説明して

いきたい。本市は合併して 20 年になるが、各町域でスクールバスの基準

がバラバラである。再編に合わせて基準を、と考えている。皆さまからの

声を聞きながら進めるということもあるので、開校後からその基準をスタ

ートさせるのか、ある程度の猶予期間を設けて行っていくのか。その点も

今後お話を聞きながら進めていきたいと思っている。 

米山だけではなく、今後再編される学校において、開校前にはその基準

を説明していきたいと思っている。あくまでもスクールバスの基準は教育

委員会が定めるものなので、教育委員会としてしっかり説明できるように

進めていきたい。 

 

冒頭の室長のあいさつの中で、複合施設の工事が遅れているとのことだ

った。まだ精査中とのことだが、開校自体が遅れる可能性も考えられるの

か。 

 

本日も内部で協議していたところだが、教育委員会として把握している

のは工事が遅れているという情報だけで、実際の影響が示されていない。

それが示されない中で、開校を延ばすという判断はできない状況にある。 

工事担当課の総務課の話では、１月の２週目までには業者から新たな工

期が示されると聞いていたが、整っていない状況だ。これらの情報が整い

次第、早急に開校準備委員会を開かせていただき、ご説明していきたいと

考えている。 

 

開校は令和９年４月としても、校舎が完成しないことが想定される。そ

のあいだは別の校舎に通う、ということも考えられるのか。 

 

皆さまにご説明するにあたって、教育委員会として代替案を検討してい

る。いま委員がお話した案だけでなく、開校そのものを延ばす案も含めて

検討してる。ただ、建物自体が令和９年に出来上がるのか分からない段階

で、開校を延ばすとも代替の学校を活用して開校するとも言えない。まず

は、しっかりとした工期が示された上でお話させていただきたい。 

教育委員会としては、既存校の３校の内いずれかを活用して開校すると

ころも想定しながら急いで検討しているところである。もちろん、それに

伴う経費的な部分もあるので、それも併せて皆さんにお示しできればと考

えている。 

 

開校を延ばす判断をするラインとしては、いつ頃になるのか。学校が統

合すれば、校長先生が１人になり、先生方も減る。その判断は何月くらい

に行うのか。 

 

正直な話、いまの時期である。今日も教育長等が県の教育事務所に行っ
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て、お話をしているところである。先生方についても、教育に関する計画

等の作成を進めていらっしゃると思う。いま判断しなければ開校にも人事

に影響があると聞いている。教育長も頭を悩ませているが、工事の行方が

分からないため、教育委員会として判断ができない状況である。 

 

現時点では、計画通りに進まざるを得ない状況ということでよろしい

か。 

 

そのとおりである。現地点では令和９年４月を目標に進めていく。しか

し、工事が令和９年中にも終わらずに令和 10 年中にずれ込むということ

であれば、開校自体を延ばすこともないわけではない。 

 

一番は先生方の人事だと思う。 

 

お話しのとおり、教育委員会としては先生方の人事が懸念事項としてあ

る。再編の前後には加配となる先生もいる。そこへの影響も出ている状況

のため、その点も踏まえて慎重に判断しなければならない。 

 

学校備品の予算は２月に計上する予定なのか。 

 

これまでに再編した学校もそうだが、いま使用している備品を３校から

持ち寄ることになる。財政担当課からは、開校が延期になるのであれば、

引越しにかかる費用について下ろすように言われており、予算についても

影響が生じている状況にある。 

 

備え付けのものとして新しく作る部分もあるのではないか。 

 

一部そのようなものはあるが、備え付けの棚以外は３校から持ち寄る形

を考えている。 

 

新しいようで新しくない部分もあるのか。節約しなければならない事情

は察する。 

 

総務課に確認をしているが、ほぼほぼ持ち寄るということで話を受けて

いる。 

 

工期が延びるかどうかは早くはっきりさせた方がいい。 

 

教育委員会としては先生方の人事のこともあるので、総務課にはいち早

く示すようにお願いしている。 

 

工事現場の状況を見れば遅れていることは分かる。次の開校準備委員会

はいつ開催する予定なのか。 

 

今年度中にいち早くご説明したいと考えている。準備が整い次第にはな

るが、早ければ来月早々にでも、開校に影響が出るのかも含めてご説明す

るために開催したい。 
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それでは、そのときに議論しよう。 

 

その際には工事担当の者等も出席して詳しく説明できる。それまでお待

ちいただきたい。 

 

すでに１度工期が延期になっている。その際の説明では、現在の改善セ

ンターと体育館を解体してグラウンドにするため、工事車両が敷地内に入

り、子どもたちにとって危ないから１年開校を延ばすというものだった。

その説明からしても、現状では令和９年４月までに完成することは厳しい

と感じている。 

 

いま思えば工期がギリギリの状況でスタートしたのかなと思われる。働

き方改革の関係で工事現場も週休二日制になっているが、米山複合施設の

場合は、令和６年度の契約のためその影響は受けていない。工事業者には

休みを返上してご対応いただいているようであるが、冒頭に説明したとお

り、ヒ素が検出されるなど、突発的なものが原因で遅れてしまっている。 

 

小学校は令和９年４月開校でも、その前に総合支所・公民館・児童館は

入らないといけない。それからでないと解体も進まない。 

 

他に何かあるか。なければ、事務局から何かあるか。 

 

年度内に会議の開催を予定している。日程の詳細は、委員長と調整のう

え、改めてご案内申し上げる予定である。 

 

以上で、第 15回米山地域開校準備委員会を閉会する。 

 

閉会 午後８時 00分 

 


